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I
何

i
な
れ
ば
、正

I

輸
入
は
慕
の
膨 

ガ

f

*づ
の
結
？

子

S

の
永
么
的
下
落

I

致
？

し
て
却
つ
て

f

騰
貴
せ
し
ひ

る

こ
i

あ

れ

ば

也

。吾

入

は

此

尾

雄

ょ6

し

て

我

國 

式

を

有

せ

ず

し

て

.、其

少

か

ら

次

る

部

分

财

正

貨

と 

る

t〜

-
を

悲
i

s'
'
る
.を

得

^

る

な
6
0 

_

の
輙
入
す
る
外
資
於
悉
く
货
物
輸
入

0

 ̂

L
て
受
入
れ
ら
れ
貨
幣
を
膨
脹
せ
し
め
把

m

鏡

代
議
政
治
と
直
接
民
主
政
治 

:占
部
百
太
郧

.左

.o1

篇
.は
オ
ク
ス
フ
オー
K
大
學
ウ1

.ス
タ

1

カ
レ
'チ
の
^:
世 

史
及
ぴ
政
饴
學
講
肺
ゼ
、
土
、
ア
ー
ル
"
マ
リ
オ
ツ
ト
成
の
近
黎
f

 

lis'ApoliticaL I
l
&
t
u
t
i
o
n

の
拔
孽
な
り
。
^
^
は
愛
蘭
自
枪
法
案 

の
爲
め
に
、
乂|
や
人
岛
槐
欺
の
饑
論#
す
し
さ
1

な
れ
ば
"
楔 

M
的立の政治に興味

.を
有
す
る
人
士
の
爲
め
玆
に
之
を
謂

S

 

す
る
^
と
せ
り
。

.鞔
近
に
於
け
る
英
國
民
主
政
治
の
撻
利
に
對
し
て
、
或 

者
は
懸
念
を
懷
き
、
他
の
多
數
は
之
を
以
て
避
く
可
か 

ら
次
る
大
勢
と
做
す
。
然
れ
ど
が
今
日
復
杧
以
前
の
如

k

h

s

s

w

^

M

0

M

M

0

t

l

を
以
<
直
ち
2
!
*
代

の

社

會

沢

繼

承

し

來

ヶ

^

る

有

ゆ

.

.
>
.
/ 

. 

. 

..、

. 
. 

. 

» »
.
,

,
る
社
會
的
靡
を
_

^
fp
r

_

,

^

^

6
と

蠢

す

る

者
に
至
つ
て
は
極
め
て
少
な
し
。
民
主
政
治
は
目
的
に 

非
梦
し
て
、
啻
だ
之
に
依
つ
て
健
金
な
る
政
治
を
行
ひ 

以
X
社
會
的
不
¥
不
滿
を
除
か
o-
i
す
る
出
來
#
ベ
き 

手
段
のI

杧
る
に
過
ぎ
す
.と
は
、
現
に
.
一
般
に
信
せ
ら 

る
、
所
な
6
。
然
か
名
英
國
胗
數
次
巧
み
に
政
治
的
改 

雜
の
療
法
を
用
a
て
、
，同r

辟
期
の
間
多
く
の
歐
大
隆 

諸
國
に®

翁
せ
し
萆
命
を
避
け
得
杧
ら
し
事
は
之
を
否 

認
す
可
か
ら
ず
。
ナ
ポ
レ
オ.

x

三
世
日
く 

r

i
西
は 

軍
#
を
起
す
こ
と
を
知
れ
ど
？
、
如
何
に
し
て
改
革
を 

施
す
可
き
か
を
知
ら-
K
j
i
o
然
6
英
國
は
適
當
な
る
偫 

に
改
革
を
施
し
て
以
て
萆
侖
を
避
く
る
所
以
を
知
れ6 

と
自
か
ら
誇
稱
し
届
れ
ろ
。
力

\

 

:! 

\

ダ
日
く「

_
新 

(innovation)

な
る
、が
故
を
以 
ノし改
ii(i

m
p
r
o
y
e
s
e
n
t
) 

に
反
對
す
る
者
は
異0
改
良
に
非
る
难
新
に
逢
著
せざ 

る
可
於
ら
梦」

i
。
英
國
人
は
未
だ
^
て
此
の
格
言
の
眞 

理
を
疑
は
少
。
然
れ
ど
名
政
治
阶
發
展
の
畏
き
徑
赂
に 

就
て
觀
察
し
杧
る
所
に
據
れ
ば
其
處
に
 

一
ニ
の
缺
15
な



き
に
茆
史
。

全
體
の
上
よ6 ,.
見
て
、
英
顾
人
芪
の 

f
条
を
错
ひ
と
試
み*

る
名
0
5:
'.

&
於
故
、
瑰
在
0
代 

_

政
體
は
兎
角
拙
劣
£

て
不
適
當
の
點
あ
る
を
免
れ 

梦
。1

八
八
五
年
の
選
擧
區
改IH
法
は
、
選
擧
區
を％: 

|  

I

な
ら
し
む
る
原
則
に
向
つ

V

長
足
.の
進
步
を
遂
ず
ヒ|

れ
ど
爲
の
原
則
は
實
滕
最
杀
滿
足
な
る
適
？

見 

^
6

0
若
じ
撃
の
示
す
於
如
く
む
ば一

方
に
於
て
甚\ 

'
だ

多

數

の

代

議

士

を

出

し

:^
る

選

擧

區

あ

る
i

同
#
に

I  

(

辣
に
裳
蘭
に
於V  }

他
方l

i

於
て
は
®:
!S

'v
-^

淡

一

 

議
士
を
出
し
把
る
羅
區
あ
る
こ
と
を
認
め
次
る
丌
ヮ 

ら
ず
。
霧
に
て
は
四
萬
四
千
百
四
十
七
人
每
にji-,

j  

の
代
識
士
を
有
す
る
に
、
英
蘭
に
て
は
六
？

千
九

百

\

に
て
はJ

萬
四
千
九
百
三
十
五
人
に
就
き

|

人Q
fH

"

議

|  

士
を
出
L

、
ヮ
ル
タ
ム
ス
ト
，,/
に
て
は
ニ
十
一
萬
七
千 

三
十
人
に
就
き一

人
の
割
合
？

。
故
に
選
擧
區
の
異 

る
に
從
ひ
、
i

の
價
値
|

赏

相

異
f

 

一
選
擧
區1

A

選
出Q

制
度-SP、

其Q

•重

な

的
の

J  

±
.
る4

ノ
數
黨
に
名
相
當
の
代
表
*
を
得
せ
し
む
る
て 

i
s
^
-
s
著
し
ぐ
失
敗
せ
が
。
：
代
議
*

の
大
多# 

I

少
0

差
を
以V

多
數
黨
に
：依
て
選
银
ぜ
ら
作
得
る 

,

の
み
な
ら
贫
、
往
々
に
し
て
選
出
せ
ら
れ

*
6 ;
*

。
セ
の
：
 

如
き
^

^
は
、
何
等
民
主
政
治
の
健
全
な
る
理
输
i -
柑 

容
る

、I

に
非
变
。

ジ

ョ

ン5

ユ
ア
ル 

ル
の
贈
.へ
る
如
く
、

「

眞
に
平
等
な
：る
民
虫
政
治
に
於
C 

は
、
如
何
な
る
政
派
と
雖
ぢ
、
比
例
的
に
代
表
せ
ら
ふ 

可
し
。
多
數
黨
は
毎
に
代
議
士
の
多
數
を
選
擧
す
可
き 

名
、
少
數
黨
ダ
亦
其
れ
に
比
例
し
*

る
代
議
士
を
有
す 

可
■

み

。
此
の
如
く
少
數
黨
名

一

人
の
選
擧
人
が
一 

’
人
の
代
表
者
を
有
す
る
に
非
れ
ば
、
其
は
平
等
な
る
改 

府
に
非
岁
しV、

不
平
等
且
特
權
あ
る
政
府
な
4

o 

政
治
の
基
礎
を
道
理
の
上
に
置
き
、
憲
法
於
侬
つ
て
以 

セ
確
立.
せ
ら
V

哲
學
的
根
據
に
溯
つ
て
思
考
せ
ひ
i

す 

る
者
は
何
人f

ル
の
如
き
哲
學
者
の
如
上
の
董
ロ
を 

は
、
等
闺
に
附
せ
次
る
可
し
。
彼
の
此
の
言
は
明
か
に 

^
民
主
政
治
の
理
驗
に
甚
ぃ
^

る
制
度
を
實
顿
^
適
甩
す

る
に
方
つ
て
生
匕t

る
缺
點
を
指
摘
し
て
餘
蕰
な
し
。 

加
-
^
小
'1
戰
昆
制 ‘(th

e

 

sy
ste

m

 
of 
g
B̂
^
g
•日 
0ョ
ヶ
3 

c
o

n
s
s
u

e
n

c
ie

s
) . 

$
峻
嚴
な
る
政
黨
組
織
の
弊
害
を
緩 

和
せ
少
し
て
、
寧
ろ
却
て
之
を
助
長
せ
し
め
、
全
然
獨
立

: 

の
地
位.
に
在
る
者
に
非
れ
ば
、
庶
民
院
に
當
選
す
る

C 

i

多
々
益

®々

難
に
趣
き
つ
ゝ
ぁ
る
事
は
、
否
定
す

¥
 

/;
>
ら

ナ

，
。
®

等

の

缺

黯

を

織

.正

ず

る

一

手

段

と

し

て

單
 

記
振
替
役w

l (sin
g

le

 tra
n

sfe
ra

b
le

 v
o

te
)

の
主
義u

基 

s
fc
る
比
例
代
表
制

(a

 sy
ste

m

 o
f  p

ro
p

o
rtio

n
a

l

»3
?
 

se
tv

ta
tio

n
')

を
主
張
す
る
有
鵰
奔
少
な
し
と
せ
す
。

然
る
に
事
や
當
面
の
极
本
問
題

.
に
關
係
す
る
が
故
、
玆 

に
@
^

に
言
及
サ”
次
る
可5,
ら
次
る1
^
の
ぁ
6

。
f
fi
上 

說
を
爲
す
者
ぁ6

、

日

く

代

識

政

洽

の

.
主

義

は

漸

く

衰
 

へ
む
と
す
る
兆
侯
ぁ
る
0
4

な
ら
少
、
否
忽
ち
絕
滅
に 

歸
す
可
き»
#

を
有
す
る
？

の
な6

と.

果

しy

然
る 

4
.

杏
やo
’

レ
ツ
T

氏.
ぼ

く「

代
饑
制
度.
ば
®
ら
く
代

表
的
の
實
を
失
ふ
に
至
つ
て
絕
滅
す
可
しJ
i。
此
の
豫 

言
は
餘
6
悲
観
に
失
す
る
の
嫌
な
き
に
非
る
名
、
現
代 

に
於
け
る
最
ぢ
哲
學
的
な
る
歷
史
家
の
此
の
替
吿
は
輕 

視
ず
可
か
ら
卞
。
然
か
？
此
の
豫
言
を
確
於
む
珂
き
何 

j

等
か
の
理
由
あ
6
や
。
前
章
1C
.說
け
る
於
如
く
、
民
主
政 

治
は
必
字
し
名
代
議
政
治
に
限
ら
步
。
代
饑
政
治
な
る 

名
の
は
、
寧
ろ
或
特
殊
の
恐
らt
社
#
の
過
渡
的
狀
態 

に
適
應
せ
し
め
0
爲
採
用
せ
ら
れ
杧
る
、
此
較
的
近
代 

の
發
明
に
薇
る
民
主
政
治0.r

種u

過
ぎ
少
。
然
ら
ば 

其
の
所
^

^
渡
的
狀
態
は
旣
に
終
に
近
づ
き
つ
、
あ6
. 

|

や
と
云
ふ
に
爱
任
政
歡
の
思®-(

Q:
e
a of delegation) 

j

舻
漸
く
代
譏
政
治
の
思
想
に
代
ら
む
と
す
る
の
傾
向
あ 

る
事
は
之
を
否
認
す
る
を
得
卞
。.政
治
問
題
に
#
す
る 

利
#

€
銳
敏
1C
赴
く
事
、
敎
育
の
普
及
、'協
同
の
力U

 

|

依
ら
む
と
す
る
の
風
潮
、
益'々
政
治
を
討
^K

る
の
傾 

向
凡
：ベ
-C
是
等
の
現
ゑ
呔
罾
«
.
の
國
會
議
員i
通
常
の 

媒
舉
人
と
の
問
に
於
け
る
知
_
上
の
懸
隔
を
し
て
漸
次 

接
近
せ
し
む
る
の
#
あ
6
。
階
級
代
表
の
主
義
を
採
ろ.



國
會
饑
員
に
，歲
1
を
变
絡
ず
‘る
.に
'至
.
6允
る
事
，
亦
明 

に
以
上
の
趨
勢
を
助
甚
す
る
兆
候
に
非J
>し
て
何
ぞ
れ 

其
の
他
小
缻
聞
の
驚
く
可
き
發
達
、
政
治
的
報
知
の
：政 

速
な
る
普
及
、
運
輸
交
通
機
關
の
增
加
等
亦
此
の
，問
題 

に
取
て
看
過
す
可
か
ら
次
る
現
象
な
ん' 今
や
距
離
C 

ふ
觀
念
は
殆
ど
人
を
®
は
さ
岁
な6
ぬo

ベ
.ン
ガ
ル
の
. 

印
度
紳
士
は
庶
民
院
に
於
け
る
演
說
の.要
領
の
«
報
を 

は
ョ
後
數
雜
間
两
に
讀
むC
と
を
#
ベ
く
、
印
度
k
守 

の
覺
書
の
鑛
條
は
印
度
土
人
舣
其
の
內f

知
み
得
る 

と
殆
ど
滕
を
同
匕
ぅ
し
て
ヽ

1

フ
ン
力
シ
ヤ
ィ
ア
の
各
勞 

働
者
俱
樂
部
の
.詰
題
に
上
ぼ
1

6
。
此
の
f

 

S

 

-
6に
明
白
に
し
て
平
凡
な
る
觀
察
な
れ
ど
ぢ
へ
決̂p

尙

代

醫

民

主

政

治

の

崖

身

し

て

重

大I
關
係
を

有
す
o今m

s
u

於
け
I

何
な
I

働
者
と
雛
名
、

ス
T

i
ァ
ー
ト
王
朝
辟
代
の
通
常
の
國
會il
員
が
國
家 

ク
-最
高
" ^
策
に
»
し
て
' ^
_
せ
し
と
同 
一
K
®
の
地
位

非
屮
。
勞
働
者
於
此
種
の
討
論
に
適
當
な
る
資
格
を
穹

す
る
や
否
：や
は
頗
る
疑
ほ
し
け
れ
と
名
、
余
は
®
だ
争 

日
0
勞
8
%
»侬
て
以
で
.政
治
上
.の
.判
斷
を
下
す
可
き 

j
料
を
得
る
に
方
て
、
昔au

比
し
て
逾
に
便
利
の
地

™
は
議
員
等
似
判
斷
を

T
す
<1
と
能
«
^
る
一國
の
if
罾

\

政
治
を
謝
論
せ
む4

し

爲

め

庶

民

管

叱

斤

迖：6

靡
民
院
は
精
細
な
る
知
識
を
有
せ̂

6
し

て

、
か

點

に

於 

■
て
、
セ
1
ム
ス
王
の
»1
誠
は
當
を
得
^

4
し
な
6
。
國 

會
議
員
に
書
類
を
提
供
し
、
議
員
矽
國
務
大

H
H

に
就
き 

質
間
す
る
事
は
近
世
に
反
む
で
發
達
し̂
る
名
の
な
6
 

\

然
る
に
今
日
通
常
の
庶
民
院
議
員
は
賤
名
微
賤
な
る
其 

|
の

選

擧

，
八

と

比

«
し
て
、
何
等
實
際
上
の
便
利
を
有
す 

.

.る
若
に
非
梦
。
假
6
に
.平
等
の
‘知
_
を
與
へ
ょ
、
後
者 

.

.は
政
治
上
の
判
斷
を
下
す
に
方
て
、
前
者
と
平
等
の
材 

.
料
を
有
す
る
な
6
。
實
際
後
者
は
行
政
の
經
驗
を
缺
け 

る
ち
其
點
に
於
て
は
前
者
名
同
檢
な
ろ
。

|

國
の
政'

.
務
に
關
し
て
最
％
廣
沉
な
る
知
_
を
有
す
る
者
は
槪
し 

て
貴
族
院
の
方
に
多
し
。
加

之

！
般
政
策
に
關
す
る
討

論
舲
國
會U

於V

減
せ
し
^4H

名
反
對
に
公
開
演
說
及. 

び
新
聞
雜
認
上
の
討
論
は
益
々
盛
次
に
赴
け6
。
.國
會 

饑
員
の
論
說
す
ら
、
尙
且
其
の
最
？
力
を
籠
めt
る
效
；
 

果
あ
る
？
の
は
、
往
々
タ
ィ
ム
ス
の
役
書
若
く
は
月
刊 

雜
誌
の
論
說
に
於
て
發
表
せ
ら
る
、
に
非
ず
や:0
是
等 

の
諸
现
象
を
以
て
直
ち
に
代
議
制
度
の
存
在
を
脅
す
？ 

の
な
6
ii
¥

る
は
誇
張
の
言
な
ら
む
名
、
兎
に
角
政 

治
を
學
ば
む
と
す
る
者
の
考
量
せ
^
る
可
於
ら
次
る
所 

な
-C\

と
す
。

尙
他
に一

個
の
腧
點
ぁ
6

0
英
國
の
政
界
を
精
密
に
觀 

察
す
る
者
は
選
擧
©•
の

命

令(
m
a
n
d
a
t
e
)

.て

.ふ
主
義 

が
漸
ぐ
勢
を
得
つ
.、
ぁ
る
事
を
疑
ふ
能
は
少
。
自
由
銃 

1

爾
大
政
黨
の
何
れ
名
魏
に
在
野
黨
お
る
と
き
は
、

一

| 

赝
此
の
事
を
主
張
す
。
然&

名
此
の
如
き
は
、
國
會
の 

代
識
的
®

を
撖
弱
な
ら
じ
む
る
劣
の
に
非
す
し

y

何

_ 

ぞ
や
。
洳
何
な
る
政
策
と
雖
名
、
其
の
背
後
に
選
擧
區

の
直
接
侖
令
を
控
る
に
非
れ
ば
、
法
律
と
し
て
通
過
せ 

し
0
可
か
ら
.ず
と
は
、
現
ヒ
議
論
の1
し
き
所
な
6
0 

■
(

譯
者
日
く
愛
蘭
自
治
法
案
の
如
き
现
自
由
黨
政
府
は 

之
を
以
て
ダ
ラ
ッ
ド
ス
トI
ン
以
來
の
^
題
に
し
て
自 

由
黨
の
重
$
な
る
政
策
な
れ
ば
勿
論
選
擧A
の
同
意
を 

經
^
る
名
の
な
6
と
做
せ
ど
名
、
統
ー
黨
侧
に
て
は
最 

近
の
總
選
擧
は
國
會
法
案
の
爲
め
に
行
は
れ
杧
る
名
の 

に
過
ぎ
次
れ
ば
、
愛f

治
案
の
如
き
大
問
題
を
總
選 

擧
に
問
は
梦
し
て
通
過
せ
し
む
る
は
不
法
な6
と
論
議 

し
つ
、
あ
6)

。
然
る
に
或
る
與
へ
ら
れfc
る
政
治
上
の 

問
題
に
對
し
て
、
此
の
如
き
選
擧
區
の
命
令
が
果t
し 

V

發
せ
ら
れ
tt
る
名
の
な
6
や
否
や
の
疑
問
に
關
しv 

W
、
論
®
常
に
絕
ぇ
岁
。
力
I
キ
庶
民
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離
民
大
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セ
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.
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國
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的
政
策
^
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南
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大

戰

戰

ひ

お

る

保

守

合
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が
多
數
を
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し
^
る
圖
會
の
南
な
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は
敎
育
法
案
を
議
決
す
可
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何
等
選
擧
區
の
#
令
を
受
け
梦
と
諭
せ.ら
れ
、
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由
.
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保
諫
貿
易
の
問
題
を
決
す
可
く
選
出
せ
ら
れ
^

る
庶
民
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案
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鐵
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漸
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勢
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あ
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結
果
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め
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日
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人
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投
票
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ふ
事
遨
れ
な6
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A
民
投
票(
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e
f
e
r
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と
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代
議
政
治
の主
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廢
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直
接
な
.る
民
主
政
治
の
主
義e
以
て
せ

ひ
土
す

翁

の
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人
民
投
票
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式
あ
れ
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要

プ
る
格
段
な
る
問
题
に
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す
る
選
擧
人
の
意
搔
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直
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決
{疋
す
る1

個
の
方
法
に
外
な
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西
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於
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擴

張

せ
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れ

て
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な
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律
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案
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選
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す
る
權
利
を
名
有
す
る
な6
°

一
 

本
來
英
國
1C
て
は
人
民
投
M
を
以
て
憲
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兩
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迎
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獨
逸
大
鐵
行
の
發
達

(

上)

林
屋
友
次
郧 

一
一
八
七

0
年の私人

# !
#

三
十
年
戰
役
後
廢
頹
の
極に
達
し
宄
る
獨
逸
經
濟
社
會 

は
百
年
0
努
力
漤
し
く®

佛̂
國
®
命
の
.影
響
を
受
け

外
し
くi

陽
の
來
f

g
で
得
ず
國
內
に
は
聯
邦
分
立 

し
て
經
濟
的
障
壁
を
設4
國
民
經
濟
の
發
達
を
妨
げ
允 

A
.
O隨
て
大
規
模
金
融
機
關
の
活
動
の
餘
地
な
く

」

八 

七
〇
年
普
佛
戰
爭
の
當
塒
に
至
る
造
龈
行
業
務
は
纔
於 

に
私
人
銀
行
に
ょ
6

<經
營
せ
ら
る
、
に
過3'
'
ろ
き
。 

然
るU

十
九
世
紀
の
中
葉
以
來
蒙
の
應
用

U

伴
ふ
交 
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に
エ
*

^
織

の

_

萆

诞

に

關

税

同

盟

に

基

く
 

統 
一
^
罾
»

1
の
_

^
は
壺
中
の
安
を
偷
み
ち6
經 

濟
社
會
に
一
大
刺
戦
を
與
へ
®
界
的
商
業
の
建
設
と
大 

H

業
の
發
達
に
資
す
る
熱
蓮
を
釀
成
せA

o
玆
に
於y

 

新
企
業
を
®
設
し
tr
運
轉
せ
ん
财
爲
め
に
資
本
诞
に
信 

用
に
對
す
る
需
製
日
に̂

#
を
加
t

に
至
6
杧
る
名 

獨
逸
は
英
國
の
如
き
先
進
國
に
比
し
て
資
本
の
存
在
最 

數
■
を
®
^
る
の
み
な
ら
ず
保
守
的
國
民
は
新
事
業
の 

鞭
資
を
危
險
視
しy

顧
み
^
、
資
本
の
調
1

«
>1
5
の
供 

給
共
に
金
融
機
關
の
援
助
に
待
つ
こ
と
火
な
る
恰
名
大 

千
に
雲
®
を
望
む
の
感
を
有
しf
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勿

論

在

來

の

私

人

銀

行

中

に

の

資

力

と

經

營；

g

手
腕
を
兼
ね
^
る
名
の
な
き
に
あ
ら
^
る
令
私
人
の
資 

カ
に
»
自
ら
制
限
あ
る
を
兔
れ
岁
之
を
以
て
飽
く
乙
と 

を
知
ら
^
る
需
要
を
充
?:
ん
乙
i
大
海
の
ラ
粟
に
各
比 

す

べ

く

羅

竟

新

塒

代

の

|&
求

に

癒

合

す

べ

き

組

織

を

求
 

め
て
斯
調
和
を
計
ら̂

る
对
ら
^
る
に
至
れ
6
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獨
逸
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融
業
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と
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名
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他
界
に
馳
す
る
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商
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ヒ
口
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「
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ル 

ブ
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ツ
グ
、
レ
才
し
商
會
一
工
ム
ヽ
工
ム
ヽ
y
丨
ブ
ル
グ」
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何
れ
？
其
當
硝
以
來
連
綿
せる
有
力
私
人
銀
行
に 

し
て
獨
逸
金
融
界
を
風
靡
し
杧
る
栎
式
銀
行
と
角
逐
し 

て
敢
て
遜
色
を
示
せ3'
'

6
し
名
の
な
ヶ
。
其

他r

フ
ヲ
. 

ン
グ
フ
ル
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の一 
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ン
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r
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の
#
き

一

六
〇
五
年
の
創
立
に
係6

規
存
私
人
銀
行
中
の
最
古
の 

.

名
の
に
腐
し
充
分
な
ゐ
資
カ
と
信
用
と
を
擁
し
て
商
業 

銀
行
と
し
て
其
全
力
を
傅
注
せ6
。
等

し
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フ
ヲ
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グ
ブ
ル
ト」

銀
行
中
一
ナ
ツ
フ
ピ
ルf

し
商
會「
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'
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メ
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ツ
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商
會

「
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h
マ
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商
會
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如
き
何
れ
^
十
七
世
紀
後
半
の
設
立
に
係
る
名


